
 火傷、切れ、床清掃、油清掃な
どに応じて必要な手袋を用意し
ました。

 手袋を間違えないように、用途
別に手袋の一覧を作成し、置く
棚も決めて、色でも識別できる
ようにしました。

• 安全な作業手順を理解できるよう、様々な言語に対応したマニュアル、手順書を作成する。
漫画や動画の教材も有効。

• 外国人労働者と積極的にコミュニケーションを取り、安全意識や作業の理解度を確認する。

食料品
製造業

有楽製菓株式会社

Point！

正しく着用する習慣づくり
につながりました。また、外
国人労働者にも分かりやすい
と評判です。

食品企業の外国人労働者の労働災害防止対策事例

事例①
用途に応じた保護手袋の用意

外国人労働者の労働災害防止対策
トップに求められる
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 受入教育の教材は、英語に翻訳したものを別で準備しています。

 入社時に日本語能力テストを受けてもらい、理解度を把握しています。結果は、配属先のラ
イン長へ展開し、接し方などに気を配っています。

 労働安全方針や避難経路、安全のポイントなどは、必ず英語も併記しています。

お役立ち情報 「外国人労働者のための対策について個別に相談する」 無料

外国人在留支援センター安全衛生班のご案内

東京労働基準協会連合会（東基連）の外国人在留支援センター
安全衛生班で外国人労働者を雇用する事業主及び外国人労働者の
皆様からの安全衛生教育や労働災害防止対策 についてのご相談・個
別支援を行っています。

詳しくは
こちら⇒

（東基連HP）

お役立ち情報 外国語に翻訳した雇入れ時の労働安全教育に関する教材

 厚生労働省では、外国人労働者の安全衛生教育に活用いただける外国語教材や視聴覚教材
を提供しています。

雇い入れ時など未熟練労
働者に対する教材 ⇒

働く人の安全と健康について、
初めて学ぶ方向け視聴覚教材
（漫画教材） ⇒

食料品
製造業

有楽製菓株式会社
事例②
外国人のための表示、教材
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Point！

外国人でも分
かりやすいよう
に映像教材も準
備し、認識不足
がないようにし
ています。



労働安全衛生マネジメントシステムの効果

継続的な取組にするには、仕組が必要

たとえどんなに対策をしても事故のリ
スクはゼロになりません。継続的に安全
と向き合い、継続的・計画的にリスクの
把握・低減に努めていくことが重要です。
労働安全衛生マネジメントシステム

（略称ＯＳＨＭＳ）は、労働災害の防止、
事業場の安全衛生水準の向上などを目的
とした安全衛生管理の仕組のことです。
令和元年にＯＳＨＭＳに関する指針が

改正され、多店舗展開している小売業や
飲食店等、店舗ごとに必要だったシステ
ムが、本社で定めたシステムで全店舗実
施できるようになりました。

労働安全衛生マネジメントシステムに取り組んでいる、あるいは、設備・作業の危険有害要因
のリスク評価を実施している事業場は、これらの取組を実施していない事業場に比べて、災害発
生率（年千人率）が3割以上低いという結果になっています。（厚生労働省が2004年2月に公表）

労働安全マネジメントシステムの導入により、82%の事業場が安全衛生水準が向上したと回答
しています。（労働安全衛生マネジメントシステム促進協議会が2008年3月に実施したアンケー
ト調査結果）

効果が出るポイントは、以下のとおりです。
1. トップが安全衛生方針を表明することで、事業運営と一体となった運用
2. 労働者の意見が反映された、組織的な取組
3. PDCA サイクルが回る仕組
4. 標準化による安全衛生活動の確実な実施とノウハウの継承
5. リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施により、災害を起こす前の予防的管理

が可能

お役立ち情報 「ＯＳＨＭＳの構築・運用」 中災防

ＯＳＨＭＳ関連情報のご案内

中央労働災害防止協会（中災防）では、労働安全衛生マネジ
メントシステムに関する人材養成のための研修の実施、ＯＳＨ
ＭＳを導入したい、レベルアップしたい事業者様への情報提供、
ＯＳＨＭＳに関する認証事業を行っています。

詳しくは
こちら⇒

（中災防HP）

出典：労働安全衛生マネジメントシステム（OSHMS）に関する指針の改正（厚生労働省）

労働安全衛生マネジメントシステム
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安全活動を継続させる取組み



未熟練労働者に対する教育マニュアル

厚生労働省

雇入れ時や作業内容変更時
等、危険に対する感受性が低
い未熟練労働者の安全衛生教
育に役立つよう作成されたマ
ニュアルを公開しています。
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食品産業の

労働安全推進のお役立ち情報

4
労働安全推進のお役立ち情報

食品企業の労働安全の取組＆対策事例集

農林水産省

本ハンドブックでご紹介した
企業様のその他の事例や、ご紹
介できなかった企業様の事例を
含め、農林水産省のホームペー
ジでご紹介しています。

労働安全の優良事例

「見える」安全活動コンクール

厚生労働省

全業種で応募のあった安全
活動の「見える化」の事例を
事業場等へ活用できるように
継続的に公開しています。

横断的対策

食品産業で最も多い事故の
型は転倒災害です。転倒災害
の防止に関連する様々な情報
を掲載しておりますので、職
場での転倒災害防止対策の推
進に、ぜひお役立てください。

STOP！転倒災害プロジェクト

厚生労働省

STOP！熱中症、クールワークキャンペーン

厚生労働省

エイジフレンドリーガイドラインのご案内

厚生労働省

厚生労働省では、高年齢労働
者の安全と健康確保のために事
業者及び労働者が取り組むべき
事項をとりまとめましたので、
どうぞご活用ください。

熱中症による重篤な災害を
防ぐために、職場における熱
中症予防対策の徹底を図るこ
とを目的に様々な情報を提供
しています。

労働災害を減少させた好事例の紹介
労働安全衛生総合研究所

小売業、飲食店、社会福祉施
設で取組まれた企業事例を紹介
しています。ここでは、小売業
向けの安全教育に使える視聴覚
教材もご紹介しています。

あんぜんプロジェクト

厚生労働省

働く方の安全に一生懸命取
組むプロジェクト参加企業が
登録した取組を紹介していま
す。地域や業種で絞って見る
こともできます。
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農林水産業・食品産業の作業安全のための規範のご案内 農林水産省

農林水産業・食品産業の作業安全の推進のため、関係者の留意事
項・取組事項を定めています。解説資料やチェックシートも用意して
いますので、取組の参考にしてください。



小売業・飲食店の労働災害を防止しよう
労働安全衛生総合研究所

製造業における現場力向上のための職長の
レベルアップに向けて 厚生労働省

小売業及び飲食店の代表的な業態それぞ
ついて、労働災害の特徴、 安全教育のポイ
ント、安全活動事例などを紹介しています。

業種別対策

製造業の職長の能力向上
教育として行うべき具体的
な教育内容や教育方法等を
盛り込んだカリキュラムを
作成しています。
職場の安全衛生教育にご活
用ください。

補助事業・補助金・セミナー

食品加工用機械のガイドライン等

厚生労働省

食品加工用機械及び食品包装機械による労
働災害を防止するため、その構造上の基準、
使用時の留意事項等をとりまとめています。

食品加工用
機械は

こちら⇒

食品包装
機械は

こちら⇒

製造事業者向け、安全衛生管理のポイント

非正規雇用社員向け 厚生労働省

中小規模の事業場にお
ける非正規雇用従業員を
対象とした安全衛生管理
を進める上で必要なこと
や取組事例を紹介してい
ます。

飲食店は
こちら⇒

小売業は
こちら⇒

＊食品加工用機械については、２０１３年に労働安全衛生規則が改正されました。ガイドラインと合わせてご確認ください

⇒https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/130606.html

補助金・助成金のご案内、セミナー講習会

のご案内 厚生労働省

ミラサポ／ミラサポplus                                       中小企業庁

中小企業・小規模事業者を対象に、事業者や専門家と情報交換した
り、専門家の派遣を要請したりできる支援情報サイトです。また、ミ
ラサポplusは、補助金・給付金情報を見ることができます。

厚生労働省では、労働安全
衛生に関する各種補助金・助
成金及び厚生労働省が委託し
ているセミナー・講習会の情
報を公開しています。

中小規模事業場 安全衛生サポート事業

中央労働災害防止協会

専門家が現場や作業の問題
点を示して、改善のアドバイ
スを無料で行っています。
製造業、小売業、飲食店の

うち労働者が概ね１００人未
満の事業場が対象です。
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農林水産省食料産業局／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries.

お問い合わせ先

農林水産省 食料産業局 企画課

０３‐６７４４‐２０６４（直通）（受付時間：平日 9:30～17:30）

農林水産省では、食品産業の労働安全に関する以下の情報をホームページでご紹介しています。
 食品産業の従業員の安全と健康の確保

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/roudou_anzen.html

本ハンドブックは、上記ホームーページにて閲覧・ダウンロードできます。

 農林水産業・食品産業の現場の新たな作業安全対策

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/sagyou_anzen/index.html

 食品産業の「働き方改革」

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/hatarakikata_shokusan/index.html
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